
 

 
長野県 CALS/EC 推進計画に基づき、平成 19 年４月より電子納品及び情報共有の対象案件を原則とし
て工事・委託共、全案件に拡大します。なお、電子納品に取り組んだ場合は、工事（業務）成績点等で
インセンティブを付与しています。 
 
１．対象工事等の範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※平成 19 年１月１日以降に公告する工事等のうち、工事：3,000 万円未満及び 3,000 万円 
以上の災害工事、委託：300 万円未満の案件については、紙納品のみの選択も可能な形で 
電子納品の試行を開始します。 

 
２．スケジュール及び実施予定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 工事：3,000 万円以上の災害工事を含む。 
※2 工事：3,000 万円未満で、発注者の指定した案件のみIT アドバイザーを活用した 
電子納品推進事業を実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※3 電子納品推進事業については、従来通り写真等について必須項目とします。 
 

 

電子納品及び情報共有の全案件実施について 

現 行  平成 17 年 1 月 17 日以降に公告する工事等のうち 
１）工事：予定価格（税込み）３，０００万円以上 
２）委託：予定価格（税込み）  ３００万円以上 を対象 

今 後  平成 19 年４月１日以降に公告する工事等のうち 
１）工事：全案件 
２）委託：全案件 を対象 
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